
北海道留萌海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

留海共第
１号

増毛漁業協同組合 増毛郡増毛町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 石狩市と増毛町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｓ２０～）
基点第3号 増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９７ 度 １０分 １，８２０メートルの点
点2 基点第２号から ２９７ 度 １０分 １，３００メートルの点
点3 基点第３号から ３０２ 度 １４分 １，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

増毛町 　なし

留海共第
２号

新星マリン漁業協同組
合

留萌市及び留萌郡小平
町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１５、
点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号　増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 留萌港南防波堤上
北緯  ４３度５７分３４．０５秒 東経 １４１度３７分５６．４０秒の点
基点第4号 点21から８１度２４分 ８３０メートルの点
点1 基点第１号から ３０２度１４分 １，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２７４度１６分 １，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２９６度３０分 ４０メートルの点
点4 点３から ３３２度４６分００秒 ４５７．１６メートルの点
点5 点４から ２３９度５４分３０秒 ４５．０２メートルの点
点6 点５から ２４２度２７分２０秒 １９．６１メートルの点
点7 点６から １６５度２１分５０秒 １０．８８メートルの点
点8 点７から ２５４度５０分４０秒 ４０１．４９メートルの点
点9 点８から ２２０度１６分５０秒 １９０．５９メートルの点
点10 点９から ３１１度０４分４０秒 １４９．１６メートルの点
点11 点10から ４０度００分３０秒 ７３１．４２メートルの点
点12 点11から ２度１４分１０秒 １，３４６．７２メートルの点
点13 点12から ８６度３３分３０秒 １５４．０７メートルの点
点14 点13から １８１度２０分３０秒 １２０．０４メートルの点
点15 点14から １４８度３７分４０秒 ４１．３６メートルの点
点16 点15から ８９度１８分２０秒 １８１．２９メートルの点
点17 点16から １８１度４７分３０秒 １２２．２０メートルの点
点18 点17から １２９度２１分４０秒 ７７．１５メートルの点
点19 点18から １８９度１８分００秒 ２８．５２メートルの点
点20 点19から ８１度４２分５０秒 ３２２．０６メートルの点
点21 点20から １８２度２７分４０秒 ２６．０９メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

留萌市並びに小平町字臼谷、字
小平町及び字花岡

　なし

留海共第
３号

新星マリン漁業協同組
合

留萌郡小平町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 鬼鹿
基点第3号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２７４ 度 １６分 １，５００メートルの点
点2 基点第２号から ２６３ 度 ００分 １，７８０メートルの点
点3 基点第３号から ２７４ 度 １６分 １，５００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
うに漁業
えむし漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

小平町字大椴及び字鬼鹿 　なし

留海共第
４号

北るもい漁業協同組合 苫前郡苫前町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 苫前岬
基点第3号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２７４ 度 １６分 １，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９４ 度 ３５分 １，５００メートルの点
点3 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 １，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

苫前町 　なし

留海共第
５号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から基点第４号、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２及び基点第５号の各点を
順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ａ５
基点第3号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 国土地理院三角点  港町から  ４１度２１分４８．５３秒 ５５８．５２５メートルの点
基点第5号 点12から１１４度４０分 ７２０メートルの点
点1 基点第１号から ２９０ 度 ３０分 １，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９７ 度 ３０分 １，２００メートルの点
点3 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 １，０００メートルの点
点4 基点第４号から ３０１ 度 ３０分 １５７メートルの点
点5 点４から ３２４ 度 ４０分 １２８．０メートルの点
点6 点５から ３２９ 度 １０分 ２６４．０メートルの点
点7 点６から ２４７ 度 ４５分 ５５．６メートルの点
点8 点７から ３３７ 度 ４５分 ３８５．０メートルの点
点9 点８から ０ 度 ５０分 ４２１．５メートルの点
点10 点９から ９０ 度 ５０分 ５２．６メートルの点
点11 点10から １２９ 度 ２０分 ２８１．５メートルの点
点12 点11から ９０ 度 １０分 ８０．７メートルの点

第一種共同漁業
ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町（大字天売及び大字焼尻
を除く。)

　なし

留海共第
６号

北るもい漁業協同組合 苫前郡初山別村地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 初山別
基点第3号 初山別村と遠別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９０ 度 ３０分 １，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２８０ 度 ４５分 １，１５０メートルの点
点3 基点第３号から ２６２ 度 ３０分 １，０００メートルの点

第一種共同漁業
こんぶ漁業
つぶ漁業
うに漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

初山別村 　なし

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

留海共第
７号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 国土地理院三角点 焼尻島から４６度３０分 ４２０メートルの点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.１７（国土地理院三角点 焼尻島～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.４０（国土地理院三角点 焼尻島～）から２７０度 １１０ メートルの点
点1 基点第１号から ７ 度 ３０分 １，１８０メートルの点
点2 基点第１号から ６９ 度 ００分 １，２５０メートルの点
点3 基点第２号から ９７ 度 ００分 １，２５０メートルの点
点4 基点第２号から １６７ 度 ３０分 １，２３０メートルの点
点5 基点第３号から １８８ 度 ３０分 １，３８０メートルの点
点6 基点第３号から ２４７ 度 ０８分 １，０７０メートルの点
点7 基点第３号から ２９３ 度 ３０分 １，０６０メートルの点
点8 基点第３号から ６ 度 １５分 １，６８０メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町大字焼尻 　なし

留海共第
８号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部図根点 No.３６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.４６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.６３（国土地理院三角点 天売島～）
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.１２（国土地理院三角点 天売島～）
点1 基点第１号から ３３６ 度 ００分 １，１４０メートルの点
点2 基点第１号から ２８ 度 ３０分 １，１８０メートルの点
点3 基点第２号から ５９ 度 ００分 １，１８０メートルの点
点4 基点第２号から １０９ 度 ００分 １，１００メートルの点
点5 基点第３号から １５５ 度 １０分 １，１３０メートルの点
点6 基点第４号から １８７ 度 ３０分 １，２３０メートルの点
点7 基点第４号から ２４０ 度 ００分 １，１２０メートルの点
点8 基点第４号から ３１４ 度 ２０分 １，５５０メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
うに漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町大字天売 　なし

留海共第
９号

増毛漁業協同組合 増毛郡増毛町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 石狩市と増毛町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｓ２０～）
基点第3号 増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９７ 度 １０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９７ 度 １０分 ５，４００メートルの点
点3 基点第３号から ３０２ 度 １４分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

増毛町 　なし

留海共第
10号

増毛漁業協同組合 増毛郡増毛町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 石狩市と増毛町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｓ２０～）
基点第3号 増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９７ 度 １０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９７ 度 １０分 ５，４００メートルの点
点3 基点第３号から ３０２ 度 １４分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月15日から５月31日まで
11月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

増毛町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の
　長さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは90メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな
　い。

留海共第
11号

新星マリン漁業協同組
合

留萌市及び留萌郡小平
町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、
点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 留萌港南防波堤上
北緯  ４３度５７分３４．０５秒 東経 １４１度３７分５６．４０秒の点
基点第4号 点21から８１度２４分 ８３０メートルの点
点1 基点第１号から ３０２ 度 １４分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２９６ 度 ３０分 ４０メートルの点
点4 点３から ３３２度４６分００秒 ４５７．１６メートルの点
点5 点４から ２３９度５４分３０秒 ４５．０２メートルの点
点6 点５から ２４２度２７分２０秒 １９．６１メートルの点
点7 点６から １６５度２１分５０秒 １０．８８メートルの点
点8 点７から ２５４度５０分４０秒 ４０１．４９メートルの点
点9 点８から ２２０度１６分５０秒 １９０．５９メートルの点
点10 点９から ３１１度０４分４０秒 １４９．１６メートルの点
点11 点10から ４０度００分３０秒 ７３１．４２メートルの点
点12 点11から ２度１４分１０秒 １，３４６．７２メートルの点
点13 点12から ８６度３３分３０秒 １５４．０７メートルの点
点14 点13から １８１度２０分３０秒 １２０．０４メートルの点
点15 点14から １４８度３７分４０秒 ４１．３６メートルの点
点16 点15から ８９度１８分２０秒 １８１．２９メートルの点
点17 点16から １８１度４７分３０秒 １２２．２０メートルの点
点18 点17から １２９度２１分４０秒 ７７．１５メートルの点
点19 点18から １８９度１８分００秒 ２８．５２メートルの点
点20 点19から ８１度４２分５０秒 ３２２．０６メートルの点
点21 点20から １８２度２７分４０秒 ２６．０９メートルの点

第一種共同漁業

えぞばかがい漁業
ほっきがい漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

留萌市並びに小平町字臼谷、字
小平町及び字花岡

　なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

留海共第
12号

新星マリン漁業協同組
合

留萌市及び留萌郡小平
町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１ ２、点１３、点１４、点１５、
点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 留萌港南防波堤上
北緯  ４３度５７分３４．０５秒 東経 １４１度３７分５６．４０秒の点
基点第4号 点21から８１度２４分 ８３０メートルの点
点1 基点第１号から ３０２ 度 １４分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２９６ 度 ３０分 ４０メートルの点
点4 点３から ３３２度４６分００秒 ４５７．１６メートルの点
点5 点４から ２３９度５４分３０秒 ４５．０２メートルの点
点6 点５から ２４２度２７分２０秒 １９．６１メートルの点
点7 点６から １６５度２１分５０秒 １０．８８メートルの点
点8 点７から ２５４度５０分４０秒 ４０１．４９メートルの点
点9 点８から ２２０度１６分５０秒 １９０．５９メートルの点
点10 点９から ３１１度０４分４０秒 １４９．１６メートルの点
点11 点10から ４０度００分３０秒 ７３１．４２メートルの点
点12 点11から ２度１４分１０秒 １，３４６．７２メートルの点
点13 点12から ８６度３３分３０秒 １５４．０７メートルの点
点14 点13から １８１度２０分３０秒 １２０．０４メートルの点
点15 点14から １４８度３７分４０秒 ４１．３６メートルの点
点16 点15から ８９度１８分２０秒 １８１．２９メートルの点
点17 点16から １８１度４７分３０秒 １２２．２０メートルの点
点18 点17から １２９度２１分４０秒 ７７．１５メートルの点
点19 点18から １８９度１８分００秒 ２８．５２メートルの点
点20 点19から ８１度４２分５０秒 ３２２．０６メートルの点
点21 点20から １８２度２７分４０秒 ２６．０９メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
ひらつめがにかご漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から６月30日まで
１月15日から５月31日まで
11月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

留萌市並びに小平町字臼谷、字
小平町及び字花岡

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の
　長さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは90メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな
　い。

留海共第
13号

新星マリン漁業協同組
合

留萌郡小平町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 鬼鹿
基点第3号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２６３ 度 ００分 ５，２８０メートルの点
点3 基点第３号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業

えぞばかがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

小平町字大椴及び字鬼鹿 　なし

留海共第
14号

新星マリン漁業協同組
合

留萌郡小平町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 鬼鹿
基点第3号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２６３ 度 ００分 ５，２８０メートルの点
点3 基点第３号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月15日から５月31日まで
11月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

小平町字大椴及び字鬼鹿

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の
　長さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは90メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな
　い。

留海共第
15号

北るもい漁業協同組合 苫前郡苫前町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 苫前岬
基点第3号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９４ 度 ３５分 ５，９００メートルの点
点3 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

苫前町 　なし

留海共第
16号

北るもい漁業協同組合 苫前郡苫前町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 苫前岬
基点第3号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２７４ 度 １６分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９４ 度 ３５分 ５，９００メートルの点
点3 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業
ひらつめがにかご漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から６月30日まで
２月１日から６月30日まで
11月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

苫前町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

留海共第
17号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から基点第４号、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２及び基点第５号の各点を
順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ａ５
基点第3号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 国土地理院三角点  港町から  ４１度２１分４８．５３秒 ５５８．５２５メートルの点
基点第5号 点12から１１４度４０分 ７２０メートルの点
点1 基点第１号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９７ 度 ３０分 ５，２００メートルの点
点3 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点4 基点第４号から ３０１ 度 ３０分 １５７メートルの点
点5 点４から ３２４ 度 ４０分 １２８．０メートルの点
点6 点５から ３２９ 度 １０分 ２６４．０メートルの点
点7 点６から ２４７ 度 ４５分 ５５．６メートルの点
点8 点７から ３３７ 度 ４５分 ３８５．０メートルの点
点9 点８から ０ 度 ５０分 ４２１．５メートルの点
点10 点９から ９０ 度 ５０分 ５２．６メートルの点
点11 点10から １２９ 度 ２０分 ２８１．５メートルの点
点12 点11から ９０ 度 １０分 ８０．７メートルの点

第一種共同漁業

あわび漁業
えぞばかがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町（大字天売及び大字焼尻
を除く。）

　なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

留海共第
18号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から基点第４号、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１ ２及び基点第５号の各点を
順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ａ５
基点第3号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 国土地理院三角点  港町から  ４１度２１分４８．５３秒 ５５８．５２５メートルの点
基点第5号 点12から１１４度４０分 ７２０メートルの点
点1 基点第１号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２９７ 度 ３０分 ５，２００メートルの点
点3 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点4 基点第４号から ３０１ 度 ３０分 １５７メートルの点
点5 点４から ３２４ 度 ４０分 １２８．０メートルの点
点6 点５から ３２９ 度 １０分 ２６４．０メートルの点
点7 点６から ２４７ 度 ４５分 ５５．６メートルの点
点8 点７から ３３７ 度 ４５分 ３８５．０メートルの点
点9 点８から ０ 度 ５０分 ４２１．５メートルの点
点10 点９から ９０ 度 ５０分 ５２．６メートルの点
点11 点10から １２９ 度 ２０分 ２８１．５メートルの点
点12 点11から ９０ 度 １０分 ８０．７メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から６月30日まで
２月１日から６月30日まで
11月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町（大字天売及び大字焼尻
を除く。）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

留海共第
19号

北るもい漁業協同組合 苫前郡初山別村地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 初山別
基点第3号 初山別村と遠別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２８０ 度 ４５分 ５，１５０メートルの点
点3 基点第３号から ２６２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業

えぞばかがい漁業
ほっきがい漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

初山別村 　なし

留海共第
20号

北るもい漁業協同組合 苫前郡初山別村地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 初山別
基点第3号 初山別村と遠別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２８０ 度 ４５分 ５，１５０メートルの点
点3 基点第３号から ２６２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
２月１日から６月30日まで
11月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

初山別村

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

留海共第
21号

遠別漁業協同組合 天塩郡遠別町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 初山別村と遠別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 遠別町と天塩町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２６２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２５２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業

えぞばかがい漁業
ほっきがい漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

遠別町 　なし

留海共第
22号

遠別漁業協同組合 天塩郡遠別町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 初山別村と遠別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 遠別町と天塩町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２６２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２５２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から６月30日まで
２月１日から６月30日まで
11月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

遠別町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の
　長さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは90メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな
　い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

留海共第
23号

北るもい漁業協同組合
天塩郡天塩町及び幌延
町地先

第一種共同漁業

えぞばかがい漁業
ほっきがい漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

天塩町及び幌延町 　なし

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線と    によって囲ま
れた区域から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２及び基点第４号の各
点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点１３、点１４、点１５、    点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点
２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８及    び点１３の各点を順次に結んだ線によって囲まれ
た区域、点２９、点３０、点３１、点３２及び点２     ９の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点３３、
点３４、点３５、点３６、点３７、点３
８、点３９、点４０及び点３３の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点４１、点４２、点   ４３、点４４、
点４５、点４６及び点４１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点３５、点４７、点４８、点４９、点５
０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５６、点３６及び点３５の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域、並びに点５０、点５７、点５８、点５９、点６０、点６ １、点６２、点６３、点６４、点６５、点６６、点６７及び点５０
の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 遠別町と天塩町との境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 幌延町と豊富町との境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 Ｘ＝９７０６９．１３６ Ｙ＝－４０２１８．４６６ （座標系１２系）
基点第4号 点12から７３度３０分 ２００メートルの点
点1 基点第１号から ２５２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２６１ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２５４ 度 ００分 ３７１メートルの点
点4 点３から １８９ 度 ３０分 ３３３メートルの点
点5 点４から ２７９ 度 ３０分 １２０メートルの点
点6 点５から ９ 度 ３０分 １００メートルの点
点7 点６から ２７９ 度 ００分 ４７．７メートルの点
点8 基点第３号から ２５４ 度 ００分 ５６０メートルの点
点9 基点第３号から ２５４ 度 ００分 ６２４メートルの点
点10 点９から １９ 度 ３０分 １６０メートルの点
点11 点10から ３４３ 度 ３０分 ３５０メートルの点
点12 点11から ４５ 度 ００分 ２８０メートルの点
点13 国土地理院三角点天塩から  ２４０度００分 ９３メートルの点
点14 点13から ２５４ 度 ００分 ７０メートルの点
点15 点14から １６４ 度 ００分 ３．４メートルの点
点16 点15から ２５４ 度 ００分 １５０メートルの点
点17 点16から １６４ 度 ００分 １．２メートルの点
点18 点17から ２５４ 度 ００分 ８０メートルの点
点19 点18から １６４ 度 ００分 ０．１メートルの点
点20 点19から ２５４ 度 ００分 １００メートルの点
点21 点20から ３４４ 度 ００分 ４９．２メートルの点
点22 点21から ７４ 度 ００分 １００メートルの点
点23 点22から １６４ 度 ００分 ２．３メートルの点
点24 点23から ７４ 度 ００分 ８０メートルの点
点25 点24から １６４ 度 ００分 １．２メートルの点
点26 点25から ７４ 度 ００分 １５０メートルの点
点27 点26から １６４ 度 ００分 ３．４メートルの点
点28 点27から ７４ 度 ００分 ７０メートルの点
点29 点20から ３４４ 度 ００分 ０.３メートルの点
点30 点29から ２５４ 度 ００分 ２２０.７メートルの点
点31 点30から ３４４ 度 ００分 ４９.９メートルの点
点32 点31から ７４ 度 ００分 ２２０.７メートルの点
点33 国土地理院三角点天塩から ２５５度１６分 ８９３.７メートルの点
点34 点33から ２５３ 度 ３３分 ５３.６メートルの点
点35 点34から ３４３ 度 ３３分 ２４８.１メートルの点
点36 点35から ７３ 度 ３３分 ４６.８メートルの点
点37 点36から １６３ 度 ３３分 ３１.８メートルの点
点38 点37から ２５３ 度 ３３分 ０.１メートルの点
点39 点38から １６３ 度 ３３分 １７３.２メートルの点
点40 点39から ７３ 度 ３３分 ６.９メートルの点
点41 点33から ２５３ 度 ３３分 ２メートルの点
点42 点41から １６３ 度 ３３分 ６０メートルの点
点43 点42から ７３ 度 ３３分 １.７メートルの点
点44 点43から １６３ 度 ３３分 ４１.５メートルの点
点45 点44から ２５３ 度 ３３分 ５４メートルの点
点46 点45から ３４３ 度 ３３分 １０１.５メートルの点
点47 点35から １６３ 度 ３３分 ４５.１メートルの点
点48 点47から ２５３ 度 ３３分 ２.５メートルの点
点49 点48から ３４３ 度 ３３分 １３１.１メートルの点
点50 点49から ８ 度 １７分 １３７.２メートルの点
点51 点50から ９８ 度 １７分 ５９.９メートルの点
点52 点51から １８８ 度 １７分 ４６.１メートルの点
点53 点52から ２７８ 度 １７分 １.２メートルの点
点54 点53から １８８ 度 １７分 ７７.６メートルの点
点55 点54から １６３ 度 ３３分 ９２.５メートルの点
点56 点55から ２０８度 ３３分 １３.４メートルの点
点57 点50から １８８度 １６分 ３０．２６３秒 ２．５１５メートルの点
点58 点57から ３４３度 ３３分 ２６．８４９秒 ９３．４００メートルの点
点59 点58から ５８度 ２６分 ３６．５４３秒 ２２．５００メートルの点
点60 点59から ７３度 ２８分 １８．３９０秒 ８．１０６メートルの点
点61 点60から ３４３度 ３３分 ３０．９３４秒 ２．４００メートルの点
点62 点61から ７３度 ２８分 ３１．１３４秒 ６．７０５メートルの点
点63 点62から １６３度 ３３分 ２１．２０３秒 １メートルの点
点64 点63から ７３度 ２８分 ３１．１３４秒 ６．７０５メートルの点
点65 点64から １６３度 ３３分 ２７．３９０秒 ６０．４００メートルの点
点66 点65から ７３度 ２８分 ９．４０３秒 １．９０１メートルの点
点67 点66から １６３度 ３３分 ２９．４９９秒 ５８．３１８メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

留海共第
24号

北るもい漁業協同組合
天塩郡天塩町及び幌延
町地先

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ひらつめがにかご漁業
ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
４月１日から６月30日まで
２月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

天塩町及び幌延町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の
　長さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは90メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな
　い。

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線と    によって囲ま
れた区域から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２及び基点第４号の各
点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点１３、点１４、点１５、    点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点
２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８及    び点１３の各点を順次に結んだ線によって囲まれ
た区域、点２９、点３０、点３１、点３２及び点２     ９の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点３３、
点３４、点３５、点３６、点３７、点３
８、点３９、点４０及び点３３の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点４１、点４２、点   ４３、点４４、
点４５、点４６及び点４１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点３５、点４７、点４８、点４９、点５
０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５６、点３６及び点３５の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域、並びに点５０、点５７、点５８、点５９、点６０、点６ １、点６２、点６３、点６４、点６５、点６６、点６７及び点５０
の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 遠別町と天塩町との境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 幌延町と豊富町との境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 Ｘ＝９７０６９．１３６ Ｙ＝－４０２１８．４６６ （座標系１２系）
基点第4号 点12から７３度３０分 ２００メートルの点
点1 基点第１号から ２５２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２６１ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２５４ 度 ００分 ３７１メートルの点
点4 点３から １８９ 度 ３０分 ３３３メートルの点
点5 点４から ２７９ 度 ３０分 １２０メートルの点
点6 点５から ９ 度 ３０分 １００メートルの点
点7 点６から ２７９ 度 ００分 ４７．７メートルの点
点8 基点第３号から ２５４ 度 ００分 ５６０メートルの点
点9 基点第３号から ２５４ 度 ００分 ６２４メートルの点
点10 点９から １９ 度 ３０分 １６０メートルの点
点11 点10から ３４３ 度 ３０分 ３５０メートルの点
点12 点11から ４５ 度 ００分 ２８０メートルの点
点13 国土地理院三角点天塩から  ２４０度００分 ９３メートルの点
点14 点13から ２５４ 度 ００分 ７０メートルの点
点15 点14から １６４ 度 ００分 ３．４メートルの点
点16 点15から ２５４ 度 ００分 １５０メートルの点
点17 点16から １６４ 度 ００分 １．２メートルの点
点18 点17から ２５４ 度 ００分 ８０メートルの点
点19 点18から １６４ 度 ００分 ０．１メートルの点
点20 点19から ２５４ 度 ００分 １００メートルの点
点21 点20から ３４４ 度 ００分 ４９．２メートルの点
点22 点21から ７４ 度 ００分 １００メートルの点
点23 点22から １６４ 度 ００分 ２．３メートルの点
点24 点23から ７４ 度 ００分 ８０メートルの点
点25 点24から １６４ 度 ００分 １．２メートルの点
点26 点25から ７４ 度 ００分 １５０メートルの点
点27 点26から １６４ 度 ００分 ３．４メートルの点
点28 点27から ７４ 度 ００分 ７０メートルの点
点29 点20から ３４４ 度 ００分 ０.３メートルの点
点30 点29から ２５４ 度 ００分 ２２０.７メートルの点
点31 点30から ３４４ 度 ００分 ４９.９メートルの点
点32 点31から ７４ 度 ００分 ２２０.７メートルの点
点33 国土地理院三角点天塩から ２５５度１６分 ８９３.７メートルの点
点34 点33から ２５３ 度 ３３分 ５３.６メートルの点
点35 点34から ３４３ 度 ３３分 ２４８.１メートルの点
点36 点35から ７３ 度 ３３分 ４６.８メートルの点
点37 点36から １６３ 度 ３３分 ３１.８メートルの点
点38 点37から ２５３ 度 ３３分 ０.１メートルの点
点39 点38から １６３ 度 ３３分 １７３.２メートルの点
点40 点39から ７３ 度 ３３分 ６.９メートルの点
点41 点33から ２５３ 度 ３３分 ２メートルの点
点42 点41から １６３ 度 ３３分 ６０メートルの点
点43 点42から ７３ 度 ３３分 １.７メートルの点
点44 点43から １６３ 度 ３３分 ４１.５メートルの点
点45 点44から ２５３ 度 ３３分 ５４メートルの点
点46 点45から ３４３ 度 ３３分 １０１.５メートルの点
点47 点35から １６３ 度 ３３分 ４５.１メートルの点
点48 点47から ２５３ 度 ３３分 ２.５メートルの点
点49 点48から ３４３ 度 ３３分 １３１.１メートルの点
点50 点49から ８ 度 １７分 １３７.２メートルの点
点51 点50から ９８ 度 １７分 ５９.９メートルの点
点52 点51から １８８ 度 １７分 ４６.１メートルの点
点53 点52から ２７８ 度 １７分 １.２メートルの点
点54 点53から １８８ 度 １７分 ７７.６メートルの点
点55 点54から １６３ 度 ３３分 ９２.５メートルの点
点56 点55から ２０８度 ３３分 １３.４メートルの点
点57 点50から １８８度 １６分 ３０．２６３秒 ２．５１５メートルの点
点58 点57から ３４３度 ３３分 ２６．８４９秒 ９３．４００メートルの点
点59 点58から ５８度 ２６分 ３６．５４３秒 ２２．５００メートルの点
点60 点59から ７３度 ２８分 １８．３９０秒 ８．１０６メートルの点
点61 点60から ３４３度 ３３分 ３０．９３４秒 ２．４００メートルの点
点62 点61から ７３度 ２８分 ３１．１３４秒 ６．７０５メートルの点
点63 点62から １６３度 ３３分 ２１．２０３秒 １メートルの点
点64 点63から ７３度 ２８分 ３１．１３４秒 ６．７０５メートルの点
点65 点64から １６３度 ３３分 ２７．３９０秒 ６０．４００メートルの点
点66 点65から ７３度 ２８分 ９．４０３秒 １．９０１メートルの点
点67 点66から １６３度 ３３分 ２９．４９９秒 ５８．３１８メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

留海共第
25号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点第1号 国土地理院三角点 焼尻島から４６度３０分 ４２０メートルの点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.１７（国土地理院三角点 焼尻島～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.４０（国土地理院三角点 焼尻島～）から２７０度００分 １１０メートル
の点
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.４６（国土地理院三角点 天売島～）
点1 基点第１号から ３５２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から ６７ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点3 基点第２号から １３２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点4 基点第３号から １９０ 度 ５０分 ５，３００メートルの点
点5 基点第３号と基点第４号を結んだ線の中点
点6 基点第３号から ３４４ 度 ００分 ５，３００メートルの点

第一種共同漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町大字焼尻 　なし

留海共第
26号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点第1号 国土地理院三角点 焼尻島から４６度３０分 ４２０メートルの点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.１７（国土地理院三角点 焼尻島～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.４０（国土地理院三角点 焼尻島～）から２７０度００分 １１０メートル
の点
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.４６（国土地理院三角点 天売島～）
点1 基点第１号から ３５２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から ６７ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点3 基点第２号から １３２ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点4 基点第３号から １９０ 度 ５０分 ５，３００メートルの点
点5 基点第３号と基点第４号を結んだ線の中点
点6 基点第３号から ３４４ 度 ００分 ５，３００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ小型定置網漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
２月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町大字焼尻

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

留海共第
27号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点第1号 北海道水産林務部図根点 No.３６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.４６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１２（国土地理院三角点 天売島～）
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.４０（国土地理院三角点 焼尻島～）から２７０度００分 １１０メートル
の点
点1 基点第４号から ３４４ 度 ００分 ５，３００メートルの点
点2 基点第２号と基点第４号を結んだ線の中点
点3 基点第４号から １９０ 度 ５０分 ５，３００メートルの点
点4 基点第３号から ２０６ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点5 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点6 基点第１号から ３２１ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町大字天売 　なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

留海共第
28号

北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点第1号 北海道水産林務部図根点 No.３６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.４６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１２（国土地理院三角点 天売島～）
基点第4号 北海道水産林務部図根点 No.４０（国土地理院三角点 焼尻島～） ２７０度００分 １１０メートルの
点
点1 基点第４号から ３４４ 度 ００分 ５，３００メートルの点
点2 基点第２号と基点第４号を結んだ線の中点
点3 基点第４号から １９０ 度 ５０分 ５，３００メートルの点
点4 基点第３号から ２０６ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点5 基点第３号から ２９０ 度 ３０分 ５，０００メートルの点
点6 基点第１号から ３２１ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業

３月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
11月１日から翌年6月30日まで
２月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
３月１日から８月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

羽幌町大字天売

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の
　長さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制
　限を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは90メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな
　い。

留海共第
29号

新星マリン漁業協同組
合、増毛漁業協同組
合、北るもい漁業協同
組合、遠別漁業協同組
合

増毛郡増毛町、留萌
市、留萌郡小平町、苫
前郡苫前町、羽幌町及
び初山別村並びに天塩
郡遠別町、天塩町及び
幌延町地先

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

増毛町、留萌市、小平町、苫前
町、羽幌町、初山別村、遠別町、
天塩町及び幌延町

　なし

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３及び点１の各点を順次に結んだ線と点２４、点２５、点２６、
点２７、点２８、点２９、点３０、点３１及び点２４の各点を順次に結んだ線とによって囲まれた区域
基点第1号 石狩市と増毛町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｓ２０～）
基点第3号 増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 鬼鹿
基点第6号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第7号 国土地理院三角点 川尻
基点第8号 国土地理院三角点 苫前岬
基点第9号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第10号 北海道水産林務部三角点 水Ａ５
基点第11号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 国土地理院三角点 初山別
基点第13号 初山別村と遠別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第14号 遠別町と天塩町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第15号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第16号 国土地理院三角点  焼尻島から４６度３０分 ４２０メートルの点
基点第17号 北海道水産林務部図根点 No.１７（国土地理院三角点 焼尻島～）
基点第18号 北海道水産林務部図根点 No.４０（国土地理院三角点 焼尻島～）から２７０度００分 １１０メート
ルの点
基点第19号 北海道水産林務部図根点 No.３６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第20号 北海道水産林務部図根点 No.１２（国土地理院三角点 天売島～）
点1 基点第１号から ２９７ 度 １０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２９７ 度 １０分 ２０，０００メートルの点
点3 基点第２号から ２９７ 度 １０分 ２２，０００メートルの点
点4 基点第３号から ３０２ 度 １４分 ２５，０００メートルの点
点5 基点第７号から ２７４ 度 １６分 ２２，０００メートルの点
点6 基点第20号から ２０６度 ３０分 １２，０００メートルの点
点7 基点第20号から ２９０度 ３０分 ２２，０００メートルの点
点8 基点第19号から ３２１度 ３０分 ２０，０００メートルの点
点9 基点第13号から ２６２度 ３０分 ２２，０００メートルの点
点10 基点第15号から ２６１度 ３０分 １９，２００メートルの点
点11 基点第15号から ２６１度 ３０分 ５，０００メートルの点
点12 基点第14号から ２５２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点13 基点第13号から ２６２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点14 基点第12号から ２８０度 ４５分 ５，１５０メートルの点
点15 基点第11号から ２９０度 ３０分 ５，０００メートルの点
点16 基点第10号から ２９７度 ３０分 ５，２００メートルの点
点17 基点第９号から ２９０度 ３０分 ５，０００メートルの点
点18 基点第８号から ２９４度 ３５分 ５，９００メートルの点
点19 基点第６号から ２７４度 １６分 ５，０００メートルの点
点20 基点第５号から ２６３度 ００分 ５，２８０メートルの点
点21 基点第４号から ２７４度 １６分 ５，０００メートルの点
点22 基点第３号から ３０２度 １４分 ５，０００メートルの点
点23 基点第２号から ２９７度 １０分 ５，４００メートルの点
点24 基点第16号から ３５２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点25 基点第16号から ６７度 ３０分 ５，０００メートルの点
点26 基点第17号から １３２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点27 基点第18号から １９０度 ５０分 ５，３００メートルの点
点28 基点第20号から ２０６度 ３０分 ５，０００メートルの点
点29 基点第20号から ２９０度 ３０分 ５，０００メートルの点
点30 基点第19号から ３２１度 ３０分 ５，０００メートルの点
点31 基点第18号から ３４４度 ００分 ５，３００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３及び点１の各点を順次に結んだ線と点２４、点２５、点２６、
点２７、点２８、点２９、点３０、点３１及び点２４の各点を順次に結んだ線とによって囲まれた区域
基点第1号 石狩市と増毛町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｓ２０～）
基点第3号 増毛町と留萌市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 小平町字花岡と字大椴の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 鬼鹿
基点第6号 小平町と苫前町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第7号 国土地理院三角点 川尻
基点第8号 国土地理院三角点 苫前岬
基点第9号 苫前町と羽幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第10号 北海道水産林務部三角点 水Ａ５
基点第11号 羽幌町と初山別村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 国土地理院三角点 初山別
基点第13号 初山別村と遠別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第14号 遠別町と天塩町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第15号 幌延町と豊富町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第16号 国土地理院三角点  焼尻島から４６度３０分 ４２０メートルの点
基点第17号 北海道水産林務部図根点 No.１７（国土地理院三角点 焼尻島～）
基点第18号 北海道水産林務部図根点 No.４０（国土地理院三角点 焼尻島～）から２７０度００分 １１０メート
ルの点
基点第19号 北海道水産林務部図根点 No.３６（国土地理院三角点 天売島～）
基点第20号 北海道水産林務部図根点 No.１２（国土地理院三角点 天売島～）
点1 基点第１号から ２９７ 度 １０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２９７ 度 １０分 ２０，０００メートルの点
点3 基点第２号から ２９７ 度 １０分 ２２，０００メートルの点
点4 基点第３号から ３０２ 度 １４分 ２５，０００メートルの点
点5 基点第７号から ２７４ 度 １６分 ２２，０００メートルの点
点6 基点第20号から ２０６度 ３０分 １２，０００メートルの点
点7 基点第20号から ２９０度 ３０分 ２２，０００メートルの点
点8 基点第19号から ３２１度 ３０分 ２０，０００メートルの点
点9 基点第13号から ２６２度 ３０分 ２２，０００メートルの点
点10 基点第15号から ２６１度 ３０分 １９，２００メートルの点
点11 基点第15号から ２６１度 ３０分 ５，０００メートルの点
点12 基点第14号から ２５２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点13 基点第13号から ２６２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点14 基点第12号から ２８０度 ４５分 ５，１５０メートルの点
点15 基点第11号から ２９０度 ３０分 ５，０００メートルの点
点16 基点第10号から ２９７度 ３０分 ５，２００メートルの点
点17 基点第９号から ２９０度 ３０分 ５，０００メートルの点
点18 基点第８号から ２９４度 ３５分 ５，９００メートルの点
点19 基点第６号から ２７４度 １６分 ５，０００メートルの点
点20 基点第５号から ２６３度 ００分 ５，２８０メートルの点
点21 基点第４号から ２７４度 １６分 ５，０００メートルの点
点22 基点第３号から ３０２度 １４分 ５，０００メートルの点
点23 基点第２号から ２９７度 １０分 ５，４００メートルの点
点24 基点第16号から ３５２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点25 基点第16号から ６７度 ３０分 ５，０００メートルの点
点26 基点第17号から １３２度 ３０分 ５，０００メートルの点
点27 基点第18号から １９０度 ５０分 ５，３００メートルの点
点28 基点第20号から ２０６度 ３０分 ５，０００メートルの点
点29 基点第20号から ２９０度 ３０分 ５，０００メートルの点
点30 基点第19号から ３２１度 ３０分 ５，０００メートルの点
点31 基点第18号から ３４４度 ００分 ５，３００メートルの点

留海共第
30号

新星マリン漁業協同組
合、増毛漁業協同組
合、北るもい漁業協同
組合、遠別漁業協同組
合

増毛郡増毛町、留萌
市、留萌郡小平町、苫
前郡苫前町、羽幌町及
び初山別村並びに天塩
郡遠別町、天塩町及び
幌延町地先

第二種共同漁業 かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月15日から12月31日まで
11月１日から翌年６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 増毛町、留萌市、小平町、苫前
町、羽幌町、初山別村、遠別町、
天塩町及び幌延町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ズワイガニ及びベニズワイガニが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。


